
○  群馬県農業近代化資金融通措置条例   

 

昭和 36 年 12 月 26 日  群馬 県条例 第 71 号  

 

群馬県 農業近 代化 資金 融通措 置条例 をこ こに 公布す る。  

 

群馬県 農業近 代化 資金 融通措 置条例  

 

（目   的）  

第１条  この 条例 は、 農業者 等に対 し農 業協 同組合 その他 の機 関で 農業関 係の融 資を その

業務と するも のが 行う 長期か つ低利 の施 設資 金の融 通を円 滑に する ため、 利子補 給等 の

措置を 講じ、 もっ て農 業経営 の近代 化に 資す ること を目的 とす る。  

 

（定   義）  

第２条  この 条例 にお いて「 農業者 等」 、「 融資機 関」及 び「 農業 近代化 資金」 と は 、農

業近代 化資金 融通 法（ 昭和 36 年法 律第 202 号。以 下「法 」と いう 。）第 ２条に 規定 す

るもの をいう 。  

 

（利子補給）  

第３条  県は 、融 資機 関が農 業者等 に対 し貸 し付け る農業 近代 化資 金（以 下「資 金」 とい

う。） につき 、次 の各 号に掲 げると ころ によ り、毎 年度予 算の 範囲 内で、 利子補 給を 行

うこと ができ る。  

一  法 第２条 第２ 項第 １号、 第２号 、第 ４号 及び第 ５号に 掲げ る融 資機関 が同条 第１ 項

第１号 に掲げ る者 に貸 し付け る資金 につ いて は、年 ３分以 内（ 農業 近代化 資金融 通法

施行令 （昭 和 36 年 政 令第 346 号。 以下 「政 令」と いう。 ）第 ２条 の 表の 第４号 に定

められ ている 資金 にあ っては 年４分 以内 ）の 割合で 計算し た額  

二  法 第２条 第２ 項第 １号に 掲げる 融資 機関 が同条 第１項 第２ 号及 び第４ 号に掲 げる 者

に貸し 付ける 資金 につ いては 、年２ 分５ 厘以 内（政 令第２ 条の 表の 第４号 に定め られ

ている 資金に あっ ては 年４分 以内） の割 合で 計算し た額  

三  法 第２条 第２ 項第 ２号か ら第５ 号ま でに 掲げる 融資機 関が 同条 第１項 第２号 から 第

４号ま でに掲 げる 者に 貸し付 ける資 金に つい ては、 年１分 ５厘 以内 （政令 第２条 の表

の第４ 号に定 めら れて いる資 金にあ って は年 ３分以 内）の 割合 で計 算した 額  

２  前 項の利 子補 給は 、県と 融資機 関と の間 に締結 する契 約に より 行うも のとす る。  

 

（対象融資の限度）  

第４条  前条 の規 定に より県 が融資 機関 に対 して行 う利子 補給 に係 る資金 の総額 は、 知事

が定め る。  

 

（農業信用基金協会への出資等）  

第５条  県は 、毎 年度 予算の 範囲内 で、 資金 に係る 債務の 保証 を行 なう農 業信用 基金 協会

に対し 、当該 保証 に係 る債務 の弁済 に充 てる ための 基金と する こと を条件 として 出資 す

ること ができ る。  



２  前 項の規 定に より 県の出 資を受 けた 農業 信用基 金協会 は、 法第 ７条各 号のい ずれ かに

該当す るとき は、 当該 各号に 掲げる 金額 を県 に納付 しなけ れば なら ない。  

 

（報告又は調査）  

第６条  知事 は、 第３ 条の規 定によ り行 われ た利子 補給に 関し 必要 がある と認め ると きは 、

融資機 関から 報告 を徴 し、又 は職員 に必 要な 調査を 行わせ るこ とが できる 。  

 

（条例等の違反に対する措置）  

第７条  知事 は、 融資 機関が この条 例又 は第 ３条第 ２項の 規定 によ り契約 した事 項に 違反

したと きは、 当該 融資 機関に 補給す べき 利子 の全部 若しく は一 部を 補給せ ず、又 は既 に

補給し た利子 の全 部若 しくは 一部の 返還 を命 ずるこ とがで きる 。  

２  知 事は、 第３ 条の 規定に より行 われ た利 子補給 に係る 資金 を借 り 受け た者が 、当 該資

金を借 入目的 以外 に使 用した ときは 、当 該融 資機関 に対す る利 子補 給金を 打ち切 るこ と

ができ る。  

 

（委   任）  

第８条  この 条例 の施 行に関 し必要 な事 項は 、規則 で定め る。  

 

附  則  

１  こ の条例 は、 公布 の日か ら施行 し、 昭 和 36 年 ４月 １日か ら 適用す る。  

２  一 定の地 域に つい て自然 的経済 的条 件に 応じ農 用地の 利用 の集 積と農 産物の 生産 の合

理化と を一体 とし て推 進する ため作 成さ れた 当該地 域の農 業の 総合 整備に 関する 計画 で

平成 12 年３ 月 31 日ま でに知 事の承 認を 受け たもの に即し て行 われ る事業 に必要 な資 金

であっ て、政 令第 ２条 の表の 第１号 から 第４ 号まで 、第６ 号及 び第 ７号に 掲げる もの に

ついて の第３ 条の 規定 の適用 につい ては 、同 条第１ 項から 第３ 号ま での規 定中「 年３ 分

以内」 とある のは 「年 ４分以 内」と 、「 年２ 分５厘 以内」 とあ るの は「年 ３分５ 厘以

内」と 、「年 １分 ５厘 以内」 とある のは 「年 ２分５ 厘以内 」と する 。  

 

附  則（昭和 37 年６月 22 日条例第 47 号）  

１  こ の条例 は、 公布 の日か ら施行 し、 昭 和 37 年 ４月 １日か ら 適用す る。  

２  こ の条例 施行 の際 、現に この条 例に よる 改正前 の群馬 県農 業近 代化資 金融通 措置 条

例第３ 条の規 定に 基づ き利子 補給を 行な う旨 の契約 が締結 され てい る農業 近代化 資金

につい ては、 なお 従前 の例に よる。  

 

附  則（昭和 39 年 10 月 16 日条例第 80 号）  

この条 例は、 公布 の日 から施 行する 。  

 

附  則（昭和 44 年 10 月 15 日条例第 42 号）  

１  こ の条例 は、 公布 の日か ら施行 する 。  

２  こ の条例 施行 の際 、現に この条 例に よる 改正前 の群馬 県農 業近 代化資 金融通 措置 条

例第３ 条の規 定に 基づ き、利 子補給 を行 なう 旨の契 約が締 結さ れて いる農 業近代 化資

金につ いては 、な お従 前の例 による 。  



 

附  則（昭和 45 年 10 月 15 日条例第 59 号）  

この条 例は、 公布 の日 から施 行する 。  

 

附  則（昭和 48 年７月 10 日条例第 31 号）  

１  こ の条例 は、 公布 の日か ら施行 し、 昭 和 48 年 ４月 12 日 から 適用す る。  

２  こ の条例 施行 の際 、現に この条 例に よる 改正前 の群馬 県農 業近 代化資 金融通 措置 条

例第３ 条の規 定に 基づ き利子 補給を 行な う旨 の契約 が締 結 され てい る農業 近代化 資金

につい ては、 なお 従前 の例に よる。  

 

附  則（昭和 49 年３月 22 日条例第７号）  

１  こ の条例 は、 公布 の日か ら施行 し、 昭 和 49 年 ２月 １日か ら 適用す る。  

２  こ の条例 適用 の日 前に現 にこの 条例 によ る改正 前の群 馬県 農業 近代化 資金融 通 措 置

条例第 ３条の 規定 に基 づき利 子補給 を行 う旨 の契約 が締結 され てい る農業 近代化 資金

につい ては、 なお 従前 の例に よる。  

 

附  則（昭和 49 年 12 月 24 日条例第 64 号）  

１  こ の条例 は、 公布 の日か ら施行 し、 昭 和 49 年 12 月 １日 から 適用す る。  

２  こ の条例 適用 の日 前に現 にこの 条例 によ る改正 前の群 馬県 農業 近代化 資金融 通措 置

条例第 ３条の 規定 に基 づき利 子補給 を行 う旨 の契約 が締結 され てい る農業 近代化 資金

につい ては、 なお 従前 の例に よる。  

 

附  則（昭和 52 年 10 月 20 日条例第 43 号）  

１  こ の条例 は、 公布 の日か ら施行 する 。  

２  こ の条例 の施 行の 際現に この条 例に よる 改正前 の群馬 県農 業近 代化資 金融通 措置 条

例第三 条の規 定に 基づ き利子 補給を 行う 旨の 契約が 締結さ れて いる 農業近 代化資 金に

ついて は、な お従 前の 例によ る。  

 

附  則（昭和 54 年７月９日条例第 31 号）  

この条 例は、 公布 の日 から施 行する 。  

 

附  則（昭和 55 年６月４日条例第 28 号）  

１  こ の条例 は、 公布 の日か ら施行 し、 改正 後の群 馬県農 業近 代化 資金融 通措置 条例 の

規定は 、昭 和 55 年 ４ 月 14 日 から 適用す る 。  

２  昭 和 55 年４ 月 14 日前に 現に改 正前 の群 馬県農 業近代 化資 金融 通措置 条例第 ３条 の

規定に 基づき 利子 補給 を行う 旨の契 約が 締結 されて いる農 業近 代化 資金に ついて は、

なお従 前の例 によ る。  

 

附  則（昭和 56 年 10 月 15 日条例第 30 号）  

この条 例は、 公布 の日 から施 行する 。  

 
附  則（昭和 60 年 10 月 11 日条例第 27 号）  



１  こ の条例 は、 公布 の日か ら施行 する 。  

２  こ の条例 の施 行の 際現に この条 例に よる 改正前 の群馬 県農 業近 代化資 金融通 措置 条

例（以 下「旧 条例 」と いう。 ）第 ３ 条の 規定 により 、利子 補給 を行 う旨の 契約が 締結

されて いる農 業近 代化 貸金に ついて は、 なお 従前の 例によ る。  

３  こ の条例 の施 行前 に旧条 例附則 第 ２ 項の 規定に より知 事の 承認 を受け た計画 の実 施

に必要 な資金 又は この 条例の 施行前 に旧 条例 附則第 ４項の 規定 によ り知事 の承認 を受

けた計 画に即 して 行わ れる事 業に必 要な 資金 でこの 条例の 施行 後に 貸し付 けられ るも

のにつ いては 、旧 条例 附則第 ２項又 は第 ４項 の規定 は、な おそ の効 力を有 する。  

 
附  則（平成２年 12 月 18 日条例第 48 号）  

この条 例は、 公布 の日 から施 行する 。  

 
附  則（平成７年 10 月 17 日条例第 42 号）  

（施 行期日 ）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

（経 過措置 ）  

２  この条例の施行前に改正前の群馬県農業近代化資金融通措置条例 （以下 「旧条例 」とい

う。）附則第 ２項の規定により知事の承認を受けた計画に即 して行われる事業に必要な資金で

この条例の施行後に貸 し付けられるものについては、旧条例附則第 ２項の規定は、なおその効

力を有する。  

 
附  則（平成 14 年 10 月 17 日条例第 59 号）  

（施行 期日）  

１  こ の条例 は、 公布 の日か ら施行 する 。  

（経過 措置）  

２  こ の条例 の施 行の 際現に この条 例に よる 改正前 の第 ３ 条の 規定 により 、利子 補給 を

行う旨 の契約 が締 結さ れてい る農業 近代 化資 金につ いては 、な お従 前の例 による 。  

 

附   則   （平 成 17 年６月 17 日 条例 第 62 号）  

（施行期日）  

１  こ の条例 は、 公布 の日か ら施行 する 。  

（経過措置）  

２  こ の条例 の施 行の 際現に 改正前 の第 ３条 の規定 により 利子 補給 を行う 旨の契 約が 締

結され ている 農業 近代 化資金 につい ては 、な お従前 の例に よる 。  


